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安
心
・
安
全

ご
み
の
野
外
焼
却
は

禁
止
さ
れ
て
い
ま
す

ID 1005031
　
ご
み
の
野
外
焼
却
は
、「
廃
棄
物
処
理 

法
」
で
禁
止
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
大
気
汚
染
や
悪
臭
の
発
生
、
火
災
の

原
因
と
な
り
ま
す
の
で
、
ご
み
の
野
外

焼
却
は
行
わ
な
い
で
く
だ
さ
い
。
家
庭

か
ら
出
る
ご
み
は
ル
ー
ル
を
守
っ
て
ご

み
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
な
ど
へ
出
し
、
事
業

所
か
ら
出
る
ご
み
は
許
可
業
者
へ
委
託

す
る
な
ど
、
適
正
に
処
分
し
て
く
だ
さ

い
。

　
な
お
、
ご
み
を
不
法
に
焼
却
し
た
場

合
、
罰
せ
ら
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

■
焼
却
禁
止
の
例
外

▼
ど
ん
ど
焼
き
な
ど
、
風
俗
慣
習
上
ま

た
は
宗
教
上
の
行
事
を
行
う
た
め
に
必

要
な
焼
却
。

▼
キ
ャ
ン
プ
フ
ァ
イ
ヤ
ー
や
バ
ー
ベ
キ
ュ 

ー
な
ど
の
軽
微
な
焼
却
。

　
た
だ
し
、
煙
の
量
や
臭
い
な
ど
、
周

辺
の
生
活
環
境
へ
の
影
響
が
認
め
ら
れ

る
時
に
は
、
中
止
し
て
い
た
だ
く
こ
と

が
あ
り
ま
す
。

■
焼
却
炉
を
使
用
し
て
い
る
場
合
も
注

意
が
必
要
で
す　
焼
却
炉
は
、
法
令
で

定
め
ら
れ
た
焼
却
炉
を
高
温
に
保
っ
た

ま
ま
、
ご
み
を
完
全
に
焼
却
で
き
る
構

造
（
構
造
基
準
な
ど
）
を
満
た
す
必
要

が
あ
り
ま
す
。
こ
の
基
準
な
ど
を
満
た

さ
な
い
簡
易
焼
却
炉
（
ド
ラ
ム
缶
や
一

斗
缶
な
ど
）
や
旧
式
小
型
焼
却
炉
は
使

用
で
き
ま
せ
ん
。

　
ま
た
、
構
造
基
準
な
ど
を
満
た
し
て

い
る
小
型
焼
却
炉
で
あ
っ
て
も
、
経
年

劣
化
な
ど
に
よ
り
本
来
の
性
能
が
低
下

す
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
ま
す
の
で
、
定

期
的
に
点
検
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

問
廃
棄
物
対
策
課
☎（
632
）２
９
２
９

９
月
１
日
は
防
災
の
日

建
物
の
耐
震
化
・
塀
な
ど
の

安
全
対
策
を
検
討
し
ま
し
ょ
う

ID 1005909
　
９
月
１
日
は
、10
万
人
以
上
の
死
者・

行
方
不
明
者
を
出
し
た
関
東
大
震
災
に

由
来
し
、「
防
災
の
日
」
と
定
め
ら
れ

て
い
ま
す
。
耐
震
性
が
不
十
分
の
可
能

性
が
あ
り
、
被
害
が
大
き
く
な
る
こ
と

が
分
か
っ
て
い
る
昭
和
56
年
以
前
に
建

て
ら
れ
た
木
造
住
宅
な
ど
、
今
一
度
、

建
物
の
耐
震
化
・
塀
な
ど
の
安
全
対
策

に
つ
い
て
ご
検
討
く
だ
さ
い
。

▼
各
種
補
助
制
度
を
ご
利
用
く
だ
さ
い

　
本
市
で
は
、
木
造
住
宅
の
耐
震
診
断

（
最
大
６
万
４
０
０
０
円
）
か
ら
耐
震

改
修
・
建
て
替
え
（
最
大
100
万
円
）
に

加
え
、
ブ
ロ
ッ
ク
塀
な
ど
の
撤
去
（
ス

ク
ー
ル
ゾ
ー
ン
＝
最
大
15
万
円
、
そ
れ

以
外=

最
大
10
万
円
）
や
撤
去
後
の
再

築
（
最
大
６
万
６
０
０
０
円
）
に
係
る

費
用
の
一
部
を
補
助
す
る
制
度
が
あ
り

ま
す
。

　
各
種
補
助
制
度
の
受
け
付
け
は
、
先

着
順
で
予
算
の
範
囲
内
で
の
実
施
と
な

り
ま
す
。
申
請
者
は
、
市
税
・
県
税
・

国
税
に
滞
納
が
な
い
な
ど
の
条
件
が
あ

り
ま
す
の
で
、
詳
し
く
は
、
市

を
ご

覧
に
な
る
か
、
建
築
指
導
課
☎（
632
）２ 

５
７
３
へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

農
業
災
害
に
備
え

早
め
の
対
策
を

▼
早
め
の
対
策
で
被
害
を
未
然
に
防
ぎ

ま
し
ょ
う　
近
年
、自
然
災
害
に
よ
り
、

農
業
用
施
設
・
機
械
や
農
作
物
な
ど
へ

甚
大
な
被
害
が
発
生
す
る
ケ
ー
ス
が
増

え
て
い
ま
す
。
特
に
夏
か
ら
秋
に
か
け

て
は
、
多
く
の
台
風
が
発
生
し
て
い
ま

す
。
水
路
の
清
掃
や
パ
イ
プ
ハ
ウ
ス
の

補
強
・
補
修
な
ど
、
早
期
に
対
策
を
行

い
、
被
害
を
未
然
に
防
ぎ
ま
し
ょ
う
。

　
対
策
に
つ
い
て
、
詳

し
く
は
、
県
URL2

を
ご

覧
く
だ
さ
い
。

▼
保
険
制
度
に
加
入
し
ま
し
ょ
う　
災

害
に
よ
る
収
入
減
少
や
、
施
設
被
害
に

備
え
る
た
め
、
収
入
保
険
や
農
業
共
済

な
ど
の
保
険
制
度
に
加
入
し
ま
し
ょ
う
。

　
収
入
保
険
な
ど
に
つ

い
て
、
詳
し
く
は
、
県

農
業
共
済
組
合
URL3

を

ご
覧
く
だ
さ
い
。

問
農
林
生
産
流
通
課
☎（
632
）２
４
６
６

住まい・環境・安全・交通

子
ど
も
・
子
育
て

市有地を公売します
問管財課☎（632）2148

ID 1003731

▼�入札日時　９月29日（木）午前９時～９時
30分。受け付け順に入札後、開札。
▼受付会場　市役所15階Ａ会議室。
▼所在地・地目など　下の表の通り。

物件
番号 所在地 地目 公簿面積

(㎡ )
最低入札
価格(円)

土
　
地

1 元今泉2丁目
50番3、4 宅地 1,455.80 1億5,200万

２ 元今泉2丁目
53番13、14 宅地 958.59 9,750万

▼参加資格　個人または法人。
▼�申込方法　管財課（市役所５階）または各

・ に置いてある実施要領の参加申込書
（市 からも取り出し可）に必要事項を書
き、入札日時に、直接、受付会場へ。
▼�その他　詳しくは、管財課、各 ・ に置
いてある実施要領（市 からも閲覧可）を
ご覧ください。

▲県▲県農業
　共済組合
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安
心
・
安
全

危
険
物
取
扱
者
試
験
と

準
備
講
習
会

1
危
険
物
取
扱
者
試
験

▼
日
時　
11
月
６
日（
日
）午
前
９
時
～
。

▼
会
場　
作
新
学
院
高
等
学
校
（
一
の

沢
１
丁
目
）。

▼
試
験
の
種
類　
甲
種
・
乙
種
１
～
６

類
・
丙
種
。

▼
受
験
手
数
料　
甲
種
＝
６
６
０
０
円
、 

乙
種
＝
４
６
０
０
円
、
丙
種
＝
３
７
０ 

０
円
。

▼
申
込
期
間　
電
子
申
請
＝
９
月
２
～

13
日
。
書
面
申
請
＝
９
月
５
～
16
日
。

問
消
防
試
験
研
究
セ
ン
タ
ー
☎（
624
）１ 

０
２
２

2
準
備
講
習
会
（
模
擬
試
験
あ
り
）

▼
日
時　
①
10
月
15
日（
土
）②
10
月
18 

日（
火
）。
午
前
９
時
20
分
～
。

▼
会
場　
①
清
原
工
業
団
地
管
理
セ
ン

タ
ー
（
清
原
工
業
団
地
）
②
東
消
防
署

（
中
今
泉
５
丁
目
）。

▼
費
用　
６
３
０
０
円（
受
講
料
）。
宇 

都
宮
危
険
物
保
安
協
会
会
員
事
業
所
は

助
成
金
の
申
請
が
可
能
。

問
消
防
局
予
防
課
☎（
625
）５
５
０
７
、

県
危
険
物
保
安
協
会
☎（
622
）０
４
３
８

■
そ
の
他　
申
込
方
法
な
ど
、
詳
し
く

は
、
各
問
い
合
わ
せ
先
へ
。

お
知
ら
せ

広
報
紙
を
も
っ
と
身
近
に

ご
利
用
く
だ
さ
い

広
報
い
ろ
い
ろ

ID 1009511▼
電
子
書
籍
や
ア
プ
リ
で
も
読
め
ま
す

　
広
報
う
つ
の
み
や
は
市
の
主
な
施
設

に
置
い
て
あ
る
他
、
市

な
ど
か
ら
電

子
書
籍
版
を
読
む
こ
と
が
で
き
ま
す
。

ま
た
、無
料
ア
プ
リ
「
マ
チ
イ
ロ
」
で
、

い
つ
で
も
ど
こ
で
も
、
ス
マ
ー
ト
フ
ォ

ン
や
タ
ブ
レ
ッ
ト
な
ど
で
広
報
う
つ
の

み
や
を
読
む
こ
と
が
で
き
ま
す
。
ダ
ウ

ン
ロ
ー
ド
方
法
な
ど
、
詳
し
く
は
、
市

を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

▼
目
の
不
自
由
な
人
に
、
音
声
版
・
点

字
版
を
送
付
し
て
い
ま
す　
広
報
う
つ

の
み
や
を
全
文
版
の
デ
イ
ジ
ー
編
集
CD

や
抜
粋
版
の
点
字
広
報
な
ど
で
毎
月
発

行
し
て
い
ま
す
。
希
望
者
は
、電
話
で
、

広
報
広
聴
課
☎（
632
）２
０
２
８
へ
。

住
ま
い

市
営
住
宅
の
入
居
者

９
月
の
募
集

ID 1005648▼
受
付
日
時　
９
月
７
日
ま
で
、
午
前

９
時
～
午
後
６
時
。

▼
受
付
会
場　
宇
都
宮
市
営
住
宅
管
理

セ
ン
タ
ー（
中
央
1
丁
目・東
急
コ
ミ
ュ

URL1　https://www.pref.tochigi.lg.jp/c03/jitennysajyoureihp.html
URL2　http://www.utsunomiya-hanamidori.jp/index.html

９月21～30日は秋の交通安全市民総ぐるみ運動
問生活安心課☎（632）2264

ID 1003497

　９月21～30日に、秋の交通安全市民総ぐるみ
運動を実施します。
　この機会に、改めて交通事故防止への意識を高
め、交通事故を未然に防ぎましょう。

▼�子どもの交通事故防止　保護者は、子どもから目
を離さず、急な飛び出しなどをしないよう十分注
意しましょう。また、日ごろから、安全な歩き方
や横断の仕方を子どもに教えるようにしましょう。
▼�高齢ドライバーは身体機能の変化を確認　高齢者
の交通事故の原因の１つとして、加齢に伴う身体機
能の変化が考えられます。高齢ドライバーは、日
ごろから十分に安全確認を行い、時間と心に余裕を�
持って、安全運転を心掛けましょう。
▼�飲酒運転は、絶対にしない・させない�
飲酒運転は、重大事故を引き起こす
悪質な犯罪行為です。本市では、飲
酒運転根絶のシンボルである「グリー�
ンレッドリボン（ＧＲリボン）」を配布�
しています。ＧＲリボンを目立つ場所�
に付け、飲酒運転根絶に対する決意を表しましょう。
▼�子どもや高齢者に優しい3S運動の推進　「3S」とは、�
S
シ ー
ee（見る・発見する）・S

ス ロ ー
low（減速する）・S

ストップ
top

（止まる）の頭文字です。運転者は、子どもや高齢
者を見掛けたら、減速するなど、思いやりのある

運転と交通事故防止に努めましょう。
▼�夜間走行中は「原則ハイビーム」　夕暮れ時の視�
認性低下による「見落とし」「発見の遅れ」を防止す�
るため、前照灯を早めに点灯するとともに、夜間は、
対向車や先行車などがいない場合は、原則、ハイ
ビームで走行しましょう。
▼�自転車の安全利用　自転車を利用するときは、「自転�
車安全利用五則」（下の記事参照）を守りましょう。
　また、自転車の安全で適正な利用促進のため、
県自転車条例が施行されています。自転車損害賠
償責任保険等に必ず加入する（義務）、自転車の点検・
整備の徹底や乗車時のヘルメットの着用（努力義
務）など自転車を安全に利用しましょう。県自転
車条例について、詳しくは、県 �URL1をご覧になる
か、県くらし安全安心課☎（623）2185へ。

▲��グリーンレッド
リボン
　（ＧＲリボン）

自転車安全利用五則
①自転車は車道が原則、歩道は例外。
②車道は左側を通行。
③歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行。
④�「飲酒運転・二人乗り・並進の禁止」「夜間はライ
トを点灯」「交差点での信号遵守と一時停止・安
全確認」などの、安全ルールを守る。
⑤子どもはヘルメットを着用。
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ニ
テ
ィ
ー
）。

▼
抽
選
会　
９
月
９
日（
金
）。

▼
そ
の
他　
募
集
住
宅
や
入
居
申
込
資

格
・
方
法
な
ど
、
詳
し
く
は
、
宇
都
宮

市
営
住
宅
管
理
セ
ン
タ
ー
、
住
宅
政
策

課
（
市
役
所
９
階
）、
各

・

な
ど

に
置
い
て
あ
る
「
入
居
申
込
案
内
」「
市

営
住
宅
入
居
者
募
集
」
を
ご
覧
く
だ
さ

い
。

問
宇
都
宮
市
営
住
宅
管
理
セ
ン
タ
ー
☎ 

（
678
）８
８
６
１
、
住
宅
政
策
課
☎（
632
）

２
５
５
３

井
戸
水
を
使
用
す
る
事
業
者
の

下
水
道
使
用
料
の
算
定

ID 1002600
　
井
戸
水
を
使
用
す
る
事
業
者
が
下
水

道
に
接
続
す
る
場
合
は
、
メ
ー
タ
ー
を

設
置
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
メ
ー
タ 

ー
は
上
下
水
道
局
が
貸
与
し
ま
す
。
設

置
費
用
は
事
業
者
負
担
で
す
。

問
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
☎（
633
）３
１
８ 

８

環
　
境

花
と
緑
の
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル

う
つ
の
み
や
２
０
２
２

出
品
作
品
を
募
集

▼
内
容　
自
身
で
花
い
っ
ぱ
い
に
彩
っ

た
、
庭
や
庭
先
の
寄
せ
植
え
な
ど
の
写

真
を
募
集
。

▼
対
象　
市
内
在
住
か
通
勤
通
学
者
。

▼
賞　
最
優
秀
賞
他
。
受
賞
者
に
は
記

念
品
を
送
付
。

　
な
お
、
昨
年
度
の
最
優
秀
賞
お
よ
び

優
秀
賞
の
受
賞
者
は
、
今
年
度
の
選
考

対
象
外
と
な
り
ま
す
。

▼
応
募
期
限　
10
月
31
日
。

▼
応
募
方
法　
応
募
写
真
と
氏
名
・
ふ

り
が
な
・
住
所
・
電
話
番
号
・
PR
ポ
イ

ン
ト
を
書
き
、
Ｅ
メ
ー
ル
で
、
花
と
緑

の
ま
ち
づ
く
り
推
進
協
議
会
（
景
観
み

ど
り
課
内
）

info@
utsunom

iya-
hanam

idori.jp

へ
送
付
す
る
か
、
イ 

ン
ス
タ
グ
ラ
ム「@

hapinachan

」ま 

た
は
フ
ェ
イ
ス
ブ
ッ
ク
「
宇
都
宮
市
花

と
緑
の
ま
ち
づ
く
り
推
進
協
議
会
」
宛

て
に
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
送
信
。
応
募
は
１

人
１
点
。

▼
そ
の
他　
応
募
作
品
は
、
花
と
緑
の

ま
ち
づ
く
り
推
進
協
議
会
URL2

や
Ｓ
Ｎ

Ｓ
な
ど
で
使
用
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

問
花
と
緑
の
ま
ち
づ
く
り
推
進
協
議
会

事
務
局
（
景
観
み
ど
り
課
内
）
☎（
632
）

２
８
８
５

緑
の
あ
る
生
活
を
送
ろ
う

緑
化
講
習
会

ID 10150801
ハ
ー
ブ
の
ハ
ン
ギ
ン
グ
バ
ス
ケ
ッ
ト

▼
日
時　
９
月
17
日（
土
）午
前
10
時
～ 

正
午
。

▼
会
場　
姿
川

（
西
川
田
町
）。

▼
費
用　
２
５
０
０
円
（
材
料
費
）。

▼
申
込
期
間　
９
月
５
～
13
日
。

2
落
ち
着
い
た
秋
の
寄
せ
植
え

▼
日
時　
９
月
24
日（
土
）午
前
10
時
～ 

正
午
。

▼
会
場　
横
川

（
屋
板
町
）。

▼
費
用　
２
０
０
０
円
（
材
料
費
）。

▼
申
込
期
間　
９
月
５
～
20
日
。

■
対
象　
市
内
在
住
か
通
勤
通
学
者
。

■
定
員　
各
先
着
20
人
。

■
申
込
方
法　
電
話
で
、
景
観
み
ど
り

課
☎（
632
）２
８
８
５
へ
。

鶴
田
沼
緑
地
（
鶴
田
町
）
で

里
山
の
循
環
型
農
業
を

体
験
し
よ
う

1
ハ
ク
サ
イ
の
苗
植
え
か
ら
収
穫

▼
日
時
・
内
容　
９
月
18
日（
日
）＝
苗 

植
え
、
12
月
４
日（
日
）＝
収
穫
。
午
前 

９
時
～
正
午
。

2
タ
マ
ネ
ギ
の
苗
植
え
か
ら
収
穫

▼
日
時
・
内
容　
10
月
２
日（
日
）＝
苗 

植
え
、
令
和
５
年
６
月
４
日（
日
）＝
収 

穫
。
午
前
９
時
～
正
午
。

■
集
合　
鶴
田
沼
自
然
の
家（
鶴
田
町
）。

■
定
員　
各
先
着
８
組
。

■
費
用　
300
円（
保
険
料
な
ど
）。
グ
リ 

ー
ン
ト
ラ
ス
ト
年
会
員
お
よ
び
小
学
生

以
下
は
無
料
。

■
申
込
開
始　
９
月
５
日
。

■
申
込
方
法　
電
話
で
、
グ
リ
ー
ン
ト

ラ
ス
ト
う
つ
の
み
や
事
務
局
（
景
観
み

ど
り
課
内
）
☎（
632
）２
５
５
９
へ
。

■
そ
の
他　
雨
天
の
場
合
は
、
現
地
で

開
催
の
可
否
を
決
定
。
収
穫
物
は
実
費

で
お
分
け
し
ま
す
。

　飼い主には「愛情をもって命を預かる責
任」や「ルールやマナーを守り、周辺地域に�
迷惑をかけない責任」があります。ペット
を飼う際には、次のことに気を付けましょう。
▼�終生飼養　動物がその命を終えるまで飼
い続ける。
▼�身元表示　飼主が分かるよう、迷子札、
マイクロチップなどをつける。
▼�繁殖制限　動物が増えすぎないよう不妊・
去勢手術をする。
▼�逸走防止　動物が逃げて迷子にならない
よう、必要な対策をする。
▼�病気予防　正しい知識を持ち、その予防
に注意を払う。
▼�迷惑防止　鳴き声、排泄物など周囲の人
の迷惑にならないよう心掛ける。
▼�災害対策　災害時には同行避難（すべて
の避難所で可。ただし、飼い主と同じ敷
地内の異なる場所）に備え、日ごろから
しつけなどをする。

みんなで考えよう
人と動物のしあわせを
問生活衛生課☎（626）1108

＼9月20～ 26日は動物愛護週間／


